
  
令和５年度第２回 

 

京 都 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 

 
令和５年７月 27 日（木）午後１時～午後２時 

京都労働局６階会議室 
 
 
 
 
 

 
議 事 次 第  

 
１ 開  会 

 
２ 議  事 

 

（１） 令和５年度 特定（産業別）最低賃金の改正決定の必要性の有無について（諮問） 

（２） 令和５年度 京都地方最低賃金審議会専門部会の委員の任命について 

（３） 京都府最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見について 

（４） 中央最低賃金審議会 目安審議の状況について 

（５） 前回提出資料の補足説明について 

（６） 京都地方最低賃金審議会の公開について 

 



提 出 資 料 
１ 令和５年度 特定（産業別）最低賃金の改正決定に関する申出一覧表 p.１ 

２ 京都府金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造

業最低賃金 改正申出書（写） 

 

p.２ 

３ 京都府ポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業、その他のは

ん用機械・同部分品製造業、繊維機械製造業、生活関連産業用機械製造業、

基礎素材産業用機械製造業、金属加工機械製造業、半導体・フラットパネル

ディスプレイ製造装置製造業、その他の生産用機械・同部分品製造業、事務

用機械器具製造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業、建設機械・鉱山機

械製造業最低賃金 改正申出書（写）  

 

p.４ 

４ 京都府電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製

造業の最低賃金 改正申出書（写）  

 

p.６ 

５ 京都府輸送用機械器具、建設機械・鉱山機械製造業の最低賃金 改正申出書

（写） 

 

p.８ 

６ 京都府自動車（新車）小売業の最低賃金 改正申出書（写） 

 

p.10 

№７ 京都府百貨店、総合スーパーの最低賃金 決定申出書（写） 

 

p.12 

№８ 令和５年度 京都府最低賃金専門部会 委員名簿 

 

p.13 

№９ 意見発表届（写） 

京都地方労働組合総評議会 

 

p.14 

№10 意見発表届（写） 

全労連全国一般労働組合京都地方本部 

 

p.17 

№11 意見発表届（写） 

全日本建設交運一般労働組合京都府本部 

 

p.20 

№12 意見発表届（写） 

ユニオンネットワーク・京都 

 

p.25 



№13 署名 ユニオンネットワーク・京都  

（5/15 提出 179 筆 7/4 提出 82 筆） 

 最低賃金「全国どこでも１５００円」の早期実現を求める署名 

 

p.29 

№14 署名 京都地方労働組合総評議会（京都総評） 

（7/20 及び 7/26 提出 10,953 筆（WEB 含む）） 

最低賃金１，５００円への引き上げと中小企業支援策の抜本改善を求める

請願 

p.32 

   

   

 

  



最低賃金の件名 申出者

Ａ 協約
適用又
は合意
者数

（人）

Ｂ 適用
労働者

数
（人）

Ａ／
Ｂ

（％
）

申出
ケース

改正･
新設･
廃止

申出
年月日

1

京都府金属素形材製品、ボ
ルト・ナット・リベット・
小ねじ・木ねじ等製造業最
低賃金

最賃京都機
械金属連絡
会議

議長
山本 敏明

678 2,125 31.9
労働
協約

改正 R5.7.24

2

京都府ポンプ・圧縮機器製
造業、一般産業用機械・装
置製造業、その他のはん用
機械・同部分品製造業、繊
維機械製造業、生活関連産
業用機械製造業、基礎素材
産業用機械製造業、金属加
工機械製造業、半導体・フ
ラットパネルディスプレイ
製造装置製造業、その他の
生産用機械・同部分品製造
業、事務用機械器具製造
業、サービス用・娯楽用機
械器具製造業、建設機械・
鉱山機械製造業最低賃金

最賃京都機
械金属連絡
会議

議長
山本 敏明

4,205 14,000 30.0 同上 同上 同上

3

京都府電子部品・デバイ
ス・電子回路、電気機械器
具、情報通信機械器具製造
業最低賃金

最賃京都機
械金属連絡
会議

議長
山本 敏明

16,326 27,897 58.5 同上 同上 同上

4
京都府輸送用機械器具、建
設機械・鉱山機械製造業最
低賃金

最賃京都輸
送用機械連
絡会議

議長
松山 裕二

4,532 8,888 50.9 同上 同上 同上

5
京都府自動車（新車）小売
業最低賃金

最賃京都新
車小売業関
連連絡会議

議長
松山 裕二

2,731 5,195 52.5
公正
競争

同上 同上

6
京都府百貨店・総合スー
パー

京都小売最
賃連絡会

代表幹事
師玉　憲治
郎

6,673 9,114 73.2
労働
協約

新設 同上

注

・Ａ/Ｂ（％）は、少数点第２以下を切り捨て表示している。

令和５年７月24日作成

京都労働局賃金室

・京都府自動車（新車）小売業最低賃金のＢ（適用労働者数）については、｢平成28年経済センサス活動調
査、令和2年度最低賃金に関する基礎調査結果」及び各業界団体の調査結果等からの推計による｡

令和５年度 特定（産業別）最低賃金の改正決定に関する申出一覧表

1

hayashihd
フリーテキスト
資料No．１

hayashihd
四角
ここにメモを書いてください。



2

hayashihd
フリーテキスト
資料No.２

hayashihd
四角
ここにメモを書いてください。



3



4

hayashihd
フリーテキスト
資料No.３

hayashihd
四角
ここにメモを書いてください。



5



6

hayashihd
フリーテキスト
資料No.４

hayashihd
四角
ここにメモを書いてください。



7



8

hayashihd
フリーテキスト
資料No.５

hayashihd
四角
ここにメモを書いてください。



9



10

hayashihd
フリーテキスト
資料No.６

hayashihd
四角
ここにメモを書いてください。



11



12

hayashihd
フリーテキスト
資料No.７

hayashihd
四角
ここにメモを書いてください。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年７月25日任命

現 職

河原
カワハラ

　美紀
ミ キ

京都府社会保険労務士会 副会長

西村
ニシムラ

　佳子
ヨ シ コ

京都産業大学 経済学部 教授

三山
ミツヤマ

　雅子
マ サ コ

同志社大学 社会学部 教授

大西
オオニシ

　幹子
ミ キ コ 連合京都職員

連合京都女性委員会 事務局次長

門野
カ ド ノ

　昭
アキ

善
ヨシ

ＵＡゼンセン 京都府支部 次長

松山
マツヤマ

　裕二
ユ ウ ジ

三菱自動車工業労働組合 京都支部 支部長
自動車総連 京都地方協議会 議長
連合京都 副会長
連合京都会長代理

石垣
イシガキ

　一也
カズ ヤ

一般社団法人京都経営者協会 理事 事務局長

小山
コ ヤ マ

　哲史
テ ツ ジ

京都府中小企業団体中央会 専務理事

深沢
フカザワ

　信介
シンスケ

株式会社ワコール 執行役員　人事部長

       　（五十音順）

令和５年度 京都府最低賃金専門部会 委員名簿

氏  名

公
益
代
表
委
員

労
働
者
代
表
委
員

使
用
者
代
表
委
員
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京都地方最低賃金審議会 御中 
 
 
 

ユニオンネットワーク・京都 
事務局  服部 恭子 

連絡先 〒 601 － 8015 

京都府京都市南区東九条上御霊町 64-1 

アンビシャス梅垣ビル１F   

TEL 075-691-6191  

FAX ０７５－691-6145 

 
意 見 陳 述 書 

 
２０２３年 7 月 21 日 

 

 

1 最低賃金を時間額 1500 円とするよう求める。 

最低賃金の水準が低すぎます。非正規雇用労働者が増加し、労働人生のすべての期間を非

正規雇用で働く労働者、世帯主で非正規の労働者も増えています。 

「非正規雇用」は決して “補助的な労働”や “小遣い稼ぎ”ではありません。「フルタイ

ムパート」など正社員と変わらない所定労働時間の労働者も少なくありません。また正社

員でも高卒初任給はほぼ最低賃金の水準で決定されています。 

静岡県立大学短期大学部中澤秀一准教授観衆の最低生計費試算調査でも全国どこでも必

要生計費にほとんど差はなく、時給で１５００円以上必要となっています。 

 

現在、京都府の最低賃金は９６８円ですが、この最低賃金で年間 2000 時間働いても

193.6 万円の年収です。ワーキングプアと呼ばれる年収２００万円にも満たない年収で

す。ちなみに年収２００万円以下をワーキングプアと呼び始めたのは２０００年ごろだ

ったと思うのですが、以来２０年以上ずっと２００万円のままです。実質賃金が下がり続

けているのと同様に 「ワークングプア」もどんどん貧しくなってきています。国税庁の民

間給与の実態調査 （２０２１年）では２割以上の労働者が２００万円以下の給与です。最

低賃金が１５００円になれば、年収は３００万円となります。同じ調査で 36％の労働者

がこれに含まれています。最低賃金の影響は極めて大きくなっています。 

早期に最低賃金１５００円を実現すべきです。 

 

２．全国どこでも同じ最低賃金にすることを求める。 

今年４月の中央最低賃金審議会目安全員協議会は従来の４ランク制を３ランク制にする

ことを発表しました。しかしそれだけで地方の格差がなくなるわけではありません。岸

田首相は 「（加重平均）１０００円以上」と主張していますが、加重平均を意識すること

で、大都市部の最低賃金が上がり、地方が取り残されて格差が開き続けてきた歴史を踏
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まえるならば、B/C ランクの大幅な引き上げこそが必要です。少なくとも今年度は１０

００円未満の最低賃金をなくすようにすべきです。 

 

毎年のように訴えていますが、日本郵便や大手スーパー、コンビニエンスストア、居酒屋

チェーン、衣料チェーンなど同じ資本系列で同じ就業規則、同じマニュアルで働いてい

る多くの非正規雇用労働者がいます。誰もが、旅行や出張で駅を降りた途端に、どこでも

見るような店舗の看板を目にする機会があると思います。しかしその中で働く労働者は

場所が違えば時給が全く異なります。同一労働同一賃金の原則に反した差別としか言い

ようがありません。 

全国一律の最低賃金を早期に実現すべきです。 

 

３．物価高に負けない最低賃金の引き上げを早期に実行することを求める 

昨年の京都府最低賃金の決定以来、毎月のように再改定を求めてきました。物価の急騰が

労働者の生活を圧迫しているからです。電気 ・ガス料金の負担が暖房代を節約するために

寒さに凍える冬を過ぎ、今はエアコン代の節約のために熱中症の危険にさらされていま

す。命に係わる問題です。 

 

最低賃金の決定に当たって元となる資料と決定の時期のタイムラグは大きく、最低賃金

が引き上げられても物価高騰に追いついていないのが現実です。ドイツやフランスなど

では物価上昇にあわせた最低賃金の見直しがされています。日本では長らく物価上昇が

抑えられてきましたが、今後の事を考えると物価の上昇に合わせた最低賃金引き上げの

仕組みが必要だと考えます。年に１回しか最低賃金の改定を行わないのでは最大で約１

年半もの間、物価上昇との大きな差に苦しめられることになります。とりあえず、今年度

については、今後の物価動向予測を踏まえ、また昨年の最低賃金引き上げと物価上昇の差

を埋め合わせるために消費者物価の基礎的支出を超える大幅な引き上げを求めます。 

 

昨年度の中央最低賃金審議会の目安にあたって、公益委員見解が発表されました。その中

で、地方審議会への期待として 「消費者物価等の 経済情勢に関する状況認識に大きな変

化が生じたときは、必要に応じて対応を検討することが適当である。」と述べられていま

すが、この点について京都の審議会ではどのような議論 ・検討が行われたのか、議事要旨

からはうかがい知ることができません。何らかの方法で明らかにしていただきたいと思

います。 

 

４．審議の全面公開と議事録の早期（1 週間程度）公開を求める。 

最低賃金に関する関心はますます高まっています。審議会の全面公開をすることで、多

くの人が審議の内容を知り、最低賃金の意義を理解し、意見を持つことができます。議事

録も「要旨」ではなく、中央審議会で公開しているような詳細な議事録の公開が必要で

す。平日昼間、仕事を休んで審議会の傍聴ができない労働者も、ネット上で議事録を読む

ことはできます。最低賃金の決定過程を一部の閉ざされた委員の議論でなく、その影響

を大きく受ける労働者に広く公開すべきです。また、意見書などを提出するにも、議事録

を見ないで意見表明することは困難を伴います。事務局の大きな負担になるかも知れま

せんが、審議の公開と詳細な議事録を１週間程度で公開するように強く求めます。 
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５．「労働者とその家族の必要」を満たす水準を実現するよう求める。 

資源 ・環境問題で 「持続可能性」がよく言われますが、労働に注目すれば、現在の最低賃

金は 「持続可能」とは言えない水準です。賃金は今働いている労働者の必要を満たせば良

いというのもではありません。将来世代の労働者を生み、育てることができなければ 「持

続可能」とは言えないでしょう。現在の最低賃金の水準では ILO のいう「労働者とその

家族の必要」には到底届きません。最低賃金を早期に１５００円以上とすることを求めま

す。 

 

６．答申の判断材料に国際的な水準を加えることを求める。 

観光都市京都でもインバウンドの増加が目立ちます。多くの外国人観光客は「日本は安

い」と感じているようです。 

一方、外国からの出稼ぎ労働者の中では日本は賃金が低すぎて日本で働くことを希望す

る人が減っています。技能実習制度の改変等もありましたが、より貧しい国にシフトし

ているようです。国際化時代と言われグローバライゼーションと言われて数十年がたち

ますが、人やモノ、情報がボーダレスになっている中で、日本の最低賃金は OECD 諸国

の中でも下位にあり、取り残されているのが実情です。 

最低賃金の改定を審議する際に、国際比較も重要な要素として検討すべきです。 

 

まとめにかえて 

 以上の通り 1～6 まで述べてきましたが、これらを実現するために中小企業支援の強

力な政策が必要だと思います。 

消費者物価指数以上に企業の物価指数は上がり続けていることは理解しています。原材

料費、物流コスト、エネルギーコストに加えて円安が大きな打撃にもなっていること

は、今春闘の交渉の中でもいやというほど聞かされてきました。 

中小企業における賃金引き上げ交渉は本当に苦戦してきました。物価高倒産や人手不足

倒産の危機感も深まっています。 

このような状況だからこそ、最低賃金の大幅引き上げは「できない」ではなく「こうす

ればできる」という解決方法の発信が重要だと思います。 

いま、それをやらなければ、支払い能力の弱い中小零細企業には優秀な人材が集まら

ず、それどころか慢性的な人手不足とその結果の過重労働によってますます労働者が逃

散する結果を招くでしょう。 

貧困に苦しむ多くの労働者の存在を直視し、「貧困をなくす」ことを社会的な合意とし

なければ、社会の荒廃がどんどん進みます。 

「普通に働いて普通の人間らしい暮らし、持続可能な生活が営める」この当たり前の社

会を実現するために最低賃金制度の果たしうる役割は極めて大きいと考えます。 

 

以 上 
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